
特記仕様書 

 

総  則       この特記仕様書は市川市議会事務局議事課が作成する「いちかわ市議会だ

より（６、９、12 月定例会号）」の印刷製本について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

件  名      いちかわ市議会だより(６、９、12 月定例会号）の印刷製本 

 

納入場所      市川市議会事務局 外 

 

なお、新聞折り込み用及び広報スタンド・コンビニエンスストア配布用につ

いては、配布の委託業者と協議の上決定するものとする。 

 

契約期間      令和７年７月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

担 当 課      市川市議会事務局 議事課 

 

印刷部数      １回当たり 77,000 部（変動あり・年間印刷予定部数 231,000 部） 

 

【１回当たりの内訳】 

 新聞折り込み用                   69,115 部 

市川市議会事務局納品用（一般）          3,275 部 

市川市議会事務局納品用（郵送用 DM 折り）       1,750 部 

広報スタンド等配布用                         2,860 部 

（上記の内訳部数は変動する場合がある） 

 

印刷回数      契約期間内に３回 

・１回目：６月定例会号〈令和７年８月９日（土）発行予定〉 

・２回目：９月定例会号〈令和７年 11 月８日（土）発行予定〉 

・３回目：12 月定例会号〈令和８年２月 14 日（土）発行予定〉 

なお、上記の発行予定日を変更するよう担当課から指示があった場合には、

日程等を協議の上決定するものとする。 

 

規  格      ページ数   ８ページ（２つ折り・両面印刷で８ページ） 

大きさ    タブロイド版 

色      ４色刷り（4C/4C） 

 

紙  質      再生上質紙・55kg 

          ※調達困難な場合は、担当課と協議の上、他の紙質でも可とする。 

 

校  正      回  数   ３回（うち色校正１回） 

 

出力部数   初校、三校（色校正）は 15 部。再校は 40 部とする。 

 

 

 

 

 

 

 



原稿の入稿方法   本  文   Microsoft Word での入稿（一部紙原稿の場合がある。） 

 

写  真   デジタルカメラによる写真データでの入稿 

（一部カラープリント及びネガ・ポジフィルムの場合がある。 

大きさの拡大縮小・トリミング・切り抜き等の作業がある。） 

キャプションは割り付け用紙に記入したものを入稿する。 

  

イラスト   イラスト集で指定 

（一部イメージ図を紙原稿で入稿の場合がある。） 

 

図表等    Microsoft Word で入稿（一部紙原稿の場合がある。） 

 

レイアウト     割り付け用紙に指定する。ただし、下記指定は変更する場合がある。 

・１ページに９段とする。（１段は 50 行とすること。） 

・文字間の歯送りは 12 歯とする。（１行 12 文字とすること。） 

・行間の歯送りは 19 歯とする。 

 

印刷内容      文  字   本文書体は原則、イワタ新聞明朝体新がな13級とすること。 

（級数を変動する指示が担当課からあった場合には、速やか

にレイアウトを作成し、市川市に提出すること） 

その他書体は見本を基に指定する。（飾罫・地紋・記号等も

同様） 

見出し及びキャプションについて、書体・級数・化粧は見本

を基に指定する。 

 

見出しの数  見本を参照のこと。（発行する号により変動がある。） 

 

写真の数   １ページ当たり数点。 

（無いページもある、写真はすべて 4C のこと。） 

イラストの数 数点。（無い場合もある。） 

 

納入期限      市川市議会事務局納品用：発行日の５日前（６月定例会号） 

                      発行日の４日前（９月・12 月定例会号） 

その他：発行日の３日前（６月定例会号） 

        発行日の２日前（９月・12 月定例会号）  

具体的な納入日については、事前に担当課と協議の上決定すること。 

 

印刷データについて  製本後、ウイルスチェックを行った上で面毎に作成した PDF 形式のデータ

を CD-R で納品すること。なお、印刷データの著作権は納品時に市川市へ譲

渡されるものとする。 

 

その他        納品物には、インク写り、傷、その他の汚損等があってはならない。 

契約者は、本契約の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、か

つ、他の目的に使用してはならない。また、本契約の履行による個人情報の

取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利

益を侵害することのないよう務めなければならない。 

契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。 

その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものと

する。 

           この特記仕様書に定めのない事項については、印刷製本請負契約書（「印

刷製本請負契約約款」を含む）に定めるとおりとする。 
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市議会だより（令和７年６月定例会号）日程表

８月７月

３１日 ３１日

２９日 三校（色校）出 ２９日

３０日 三校（色校）戻・校了 ３０日

２７日 ２７日

２８日 ２８日

２５日 再校戻 ２５日

２６日 ２６日

２３日 （議運） ２３日

２４日 （議運） ２４日

２１日 海の日 ２１日

２２日 ２２日

１９日 １９日

２０日 ２０日

１７日 １７日

１８日 再校出 １８日

１５日 １５日

１６日 初校戻 １６日

１３日 １３日

１４日 初校出 １４日

１１日 １１日 山の日

１２日 １２日

９日 入稿 ９日 発行予定日

１０日 １０日

７日 ７日

８日 ８日

５日 ５日

６日 ６日 納品（新聞折り込み用、広報スタンド等配付用）

３日 ３日

４日 ４日 納品（議会事務局用）

２日 ２日

１日 １日
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市議会だより（令和７年９月定例会号）日程表

１０月 １１月

１日 １日

２日 ２日

３日 ３日 文化の日

４日 ４日 納品（議会事務局用）

５日 ５日

６日 ６日 納品（新聞折り込み用、広報スタンド等配付用）

７日 ７日

８日 入稿 ８日 発行予定日

９日 ９日

１０日 １０日

１１日 １１日

１２日 １２日

１３日 スポーツの日 １３日

１４日 初校出 １４日

１５日 １５日

１６日 初校戻 １６日

１７日 １７日

１８日 １８日

１９日 １９日

２０日 再校出 ２０日

２１日 ２１日

２２日 （議運） ２２日

２３日 （議運） ２３日

２４日 再校戻 ２４日 振替休日

２５日 ２５日

２６日 ２６日

２７日 ２７日

２８日 三校（色校）出 ２８日

２９日 三校（色校）戻・校了 ２９日

３０日 ３０日

３１日
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市議会だより（令和７年12月定例会号）日程表

１月 ２月

１日 元日 １日

２日 ２日

３日 ３日 三校（色校）出

４日 ４日 三校（色校）戻・校了

５日 ５日

６日 ６日

７日 ７日

８日 ８日

９日 ９日 納品（議会事務局用）

１０日 １０日

１１日 １１日 建国記念の日

１２日 成人の日 １２日 納品（新聞折り込み用、広報スタンド等配付用）

１３日 １３日

１４日 １４日 発行予定日

１５日 入稿 １５日

１６日 １６日

１７日 １７日

１８日 １８日

１９日 １９日

２０日 初校出 ２０日

２１日 ２１日

２２日 初校戻 ２２日

２３日 ２３日 天皇誕生日

２４日 ２４日

２５日 ２５日

２６日 再校出 ２６日

２７日 ２７日

２８日 （議運） ２８日

２９日 （議運）

３０日 再校戻

３１日


	【契約課提出用】市議会だより（６、９、12月定例会号）特記仕様書
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